
   墨田区プロポーザル方式実施要綱 

平成３０年１２月１日 

３０墨総契第７５５号 

改正 令和元年１１月２７日３１墨総契第６７２号 

令和２年８月２７日２墨総契第３９８号 

令和３年２月１日２墨総契第９８０号 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、墨田区（以下「区」という。）が発注する業務委託等の契約の 

うち、価格のみによる競争では所期の目的を達成することができないものについて、

複数の事業者に提案を求め、企画力、技術力、創造力、専門性、実績等を勘案し、 

総合的な見地から判断して最適な事業者を選定する方式（以下「プロポーザル方式」

という。）を実施する場合の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （用語） 

第２条 この要綱で使用する用語は、墨田区契約事務規則（昭和３９年墨田区規則第

１１号。以下「規則」という。）及び墨田区会計事務規則（昭和３９年墨田区規則

第８号）で使用する用語の例による。 

 （対象業務） 

第３条 プロポーザル方式の対象となる業務（以下「対象業務」という。）は、規則

第７１条の規定により契約担当者に契約締結の請求を行う必要がある契約案件に係

る業務（特定建築等設計業務に関する設計業者選定要領（平成８年３月２７日７墨

総契第４１２号）に規定する業務を除く。）のうち、次に掲げるものとする。 

 ⑴ 高度な技術力又は創造力を必要とする業務 

 ⑵ 専門的な知識若しくは技術又は特別な経験を必要とする業務 

 ⑶ 前２号に掲げるもののほか、プロポーザル方式により事業者の選定を行うこと

が適当であると認められる業務 

 （事前協議） 

第４条 対象業務を所管する部長（以下「所管部長」という。）は、プロポーザル方

式を実施しようとするときは、あらかじめ、プロポーザル方式実施協議書（第１号



様式）により総務部長に協議しなければならない。 

２ 総務部長は、前項の規定による協議の依頼を受けたときは、墨田区物品及び業者

選定委員会（墨田区物品及び業者選定委員会設置要綱（昭和５８年４月１日５８墨

総契発第２３６号）第１条の規定により設置されたものをいう。第９条第２項にお

いて同じ。）の審議に付し、その結果を踏まえてプロポーザル方式の実施の可否を

決定し、プロポーザル方式実施可否決定通知書（第２号様式）により所管部長に通

知するものとする。 

 （実施要領） 

第５条 前条第２項の規定によりプロポーザル方式の実施の決定を受けた所管部長は、

事業者の選定を適正に行うため、次に掲げる事項について実施要領を策定しなけれ

ばならない。 

 ⑴ 対象業務の内容に関すること。 

 ⑵ 選定委員会（次条第１項の規定により設置されるものをいう。以下同じ。）に

関すること（審査基準を含む。）。 

 ⑶ 参加要件に関すること。 

 ⑷ 提案限度価格その他金額に関すること。 

 ⑸ 前各号に掲げるもののほか、プロポーザル方式の実施に関し必要な事項 

 （選定委員会） 

第６条 所管部長は、プロポーザル方式の実施に当たり、選定委員会を設置しなけれ

ばならない。 

２ 選定委員会は、委員長１人及び委員４人以上をもって構成する。 

３ 選定委員会の委員長は、原則として所管部長をもって充てる。ただし、全庁的に

重要な業務を対象とする場合は、副区長を委員長とすることができる。 

４ 選定委員会の委員は、対象業務を所管する部の課長（所長を含む。以下同じ。）

及び他の部の部長又は課長をもって充てるものとし、業務の内容、重要度及び規模

に応じて学識経験を有する者、公募による区民等を加えることができる。 

５ 選定委員会は、次の事項を所掌する。 

 ⑴ 審査項目及び審査基準に関すること。 



 ⑵ 事業者の審査及び選定に関すること。 

 ⑶ 前２号に掲げるもののほか、プロポーザル方式の実施に関し必要な事項 

６ 選定委員会による審査は、事業者名を特定することができない方法により行うも

のとする。 

７ 選定委員会は、プロポーザル方式への参加を希望する事業者（第９項において

「応募者」）という。）が多数いる場合等でプロポーザル方式の効率的な実施のた

めに必要があると認めるときは、事前の書類審査（以下「事前審査」という。）を

行うことができる。 

８ 事前審査は、対象業務を所管する課（所を含む。以下「所管課」という。）の職

員を含む複数の係長級の職員で選定委員会が指定する者が行うものとする。 

９ 事前審査においては、参加要件の確認その他の形式的な審査のみを行うものとし、

参加要件を満たす応募者の参加を限定する等、実質的な審査を行ってはならない。 

１０ 選定委員会の庶務は、所管課において処理する。 

 （参加要件） 

第７条 プロポーザル方式への参加者は、次に掲げる資格要件を満たす者とする。 

 ⑴ 対象業務における区での競争入札参加資格を有していること。 

 ⑵ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に

該当しないこと。 

 ⑶ 墨田区競争入札参加有資格者指名停止取扱要綱（平成１８年９月２０日１８墨

総契第３８７号）による指名停止を受けていないこと。 

 ⑷ 墨田区契約における暴力団等排除措置要綱（平成２３年５月１６日２３墨総契

第１３５号）による入札参加除外措置を受けていないこと。 

 ⑸ 前各号に掲げるもののほか、選定に関し必要な事項 

２ 前項第１号の規定は、対象業務について区における競争入札参加資格を有する者

がいない場合その他特別な事情があると認められる場合にあっては、適用しないこ

とができる。 

 （公募） 

第８条 所管部長は、プロポーザル方式への参加者を募集するときは、募集要項を作



成した上で、公募しなければならない。 

２ 前項の規定による公募については、次に掲げる方法により広く周知しなければな

らない。 

 ⑴ 区ホームページへの掲載 

 ⑵ 総務部契約課掲示板への掲示 

 ⑶ 所管課窓口への掲示（掲示場所がある場合に限る。） 

 ⑷ 区広報紙への掲載（必要がある場合に限る。） 

３ 前項の規定による周知は、応募締切日の１０日以上前に行わなければならない。 

４ 第２項第１号から第３号までに掲げる周知は、応募締切日の経過後、速やかに終

了するものとする。 

 （契約締結の請求） 

第９条 所管課の課長（以下「所管課長」という。）は、プロポーザル方式で選定し

た事業者と契約を締結しようとするときは、規則第７１条の規定により所定の手続

をとらなければならない。 

２ 前項の規定による手続は、プロポーザル方式による選定経過等について、墨田区

物品及び業者選定委員会の審議を経た上で行わなければならない。 

 （選定結果の公表） 

第１０条 所管課長は、プロポーザル方式による選定結果について、契約締結後速や

かに次に掲げる事項を公表しなければならない。 

 ⑴ 契約件名 

 ⑵ 業務内容 

 ⑶ 履行期間 

 ⑷ 契約金額 

 ⑸ 選定経過の概要 

 ⑹ 選定結果 

 ⑺ 所管課の名称及び所在地 

 ⑻ 前各号に掲げるもののほか、選定に関し必要な事項 

２ 前項の規定による公表は、区ホームページへの掲載により６か月間行うものとす



る。 

 （更新年数） 

第１１条 プロポーザル方式の実施により締結した契約は、５年を上限として更新す

ることができる。 

 （その他） 

第１２条 この要綱の手続によらずにプロポーザル方式を実施した場合においては、

その選定結果を理由として契約を締結することはできない。 

   付 則 

１ この要綱は、平成３１年４月１日から適用する。ただし、次項の規定は、平成３

０年１２月１日から適用する。 

２ この要綱の適用の日以後の契約に係る必要な手続、準備行為等は、同日前におい

ても、この要綱の規定の例により行うことができる。 

３ この要綱の適用の際、既に実施されたプロポーザル方式に基づく契約で更新年数

が５年を超えているものに係る第１１条の規定の適用については、同条中「５年」

とあるのは、「契約締結日から平成３１年３月３１日までの期間」と読み替えるも

のとする。 

   付 則 

 この要綱は、令和元年１１月２７日から適用する。 

   付 則 

 この要綱は、令和２年８月２７日から適用する。 

   付 則 

 この要綱は、令和３年２月１日から適用する。 



第１号様式 

第     号  

年  月  日  

 総務部長 あて 

部長 

 

プロポーザル方式実施協議書 

 

 墨田区プロポーザル方式実施要綱第４条第１項の規定により、プロポーザル

方式の実施の可否について下記のとおり協議します。 

 

記 

 

 １ 業務名 

 

 ２ 業務内容 

 

 ３ 提案限度価格（概算金額） 

 

 ４ 履行期間 

 

 ５ プロポーザル方式を実施する理由 

 

 ６ 添付書類 

  ⑴ 実施要領案 

  ⑵ その他の資料 

 

（Ａ４） 



第２号様式 

第     号  

年  月  日  

     部長 あて 

総務部長    

 

プロポーザル方式実施可否決定通知書 

 

   年  月  日付けで協議のあったプロポーザル方式の実施の可否につ

いては、墨田区プロポーザル方式実施要綱第４条第２項の規定により、下記の

とおり通知します。 

 

記 

 

 １ 業務名 

 

 ２ 実施の可否 

 

 ３ 理由（実施を認めない場合） 

 

 

 

（Ａ４） 


